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求人事業所マイページ ご利用の流れ

～求人票登録の準備～
1. マイページ登録を申請（P3～P8） ※必須※
基本的な情報とログインID（メールアドレス）・パスワードの登録申請が必要です。
申請後、センターが内容を確認のうえ、承認メールをお送りします。
その後、ID（メールアドレス）・パスワードを入力し、ログインします。

2. 法人事業所紹介情報（P9～P10） 任意
法人事業所紹介情報を登録することで、施設理念や育休・研修、福利厚生の詳細など、求人
票以外に求職者が知りたい情報を掲載することができます。一度入力すれば求人票を掲載して
いない時も求職者に情報を発信することができます。

～求人票申請～
3. 求人票を申請（P11～P15）
求人票情報を入力し、センターが承認すると、希望日よりホームページ上に公開されます。
一度入力すると次回からは「再利用申請」で簡単に利用できます！！申請後に修正も可能
です。（Ｐ12）
【※注意※】 求人票には有効期限があります！

「新卒のみ」 ➠ センターが承認した日の年度末日（3月31日）

「新卒不可」「新卒・一般可」 ➠ センターが承認した日の翌々月の末日
（但し、期限を指定しなかった場合の最大日数となります）

求人情報はセンター経由で福祉のお仕事HPだけでなく、Indeed等にも無料で掲載されます。
 Indeed等から応募があった場合、センターに連絡が入ります。応募者に内容確認を行った後、
センターから事業所へご連絡いたします。 1



求人事業所マイページ ご利用の流れ

4. マッチング
■見学 面接の前に、可能な限り見学の受け入れをお願いしております。

見学後、求職者から面接希望の申し出がありましたら、必ず福祉人材センターへ
ご連絡ください。紹介状を事業所マイページの登録住所へ直送いたします。

■紹介 求職者から応募の希望がありましたら、ご紹介させていただきます。
応募した求人票から労働条件等に変更がある場合は求職者にご説明ください。
雇用開発助成金（特定就職困難者コース等）の対象者を採用いただいた場合、
雇用開始後に申請に必要な書類をお送りいたします。

■応募 インターネットを利用した求職者からの直接応募（※雇用開発助成金対象外）
紹介状を発行せず、インターネットを通じ求職者から直接応募を受けることができます。
お知らせのメールが届きましたらマイページにて応募情報を確認いただき、求職者へ
直接ご連絡ください。

■ネットスカウト(P16)    インターネットで登録した求職者をスカウトすることができます。
              ※ネット登録者以外の情報も代行スカウトとして定期的にご案内しております。

5. 採否通知
マイページまたは紹介状とともにお送りする「採否結果通知書」に採否結果をご記入の上、
長崎県福祉人材センター宛にFAXにてご報告ください。
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「福祉のお仕事」にアクセス（①）して「求人事業所の方」を押し（②）、

「新規登録」を押します（③）。 →P5へ進む

1-1. 事業所マイページの作成方法～マイページへのアクセス～

手順1-A 「福祉のお仕事」から進む方法
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①「福祉のお仕事」
https://www.fukushi-

work.jp

②「求人事業所の方」

③（新規登録）



「welなが」にアクセス（①）して、「求人票登録」（②）を押します。

次に、「求人票の登録はこちら」を押します（③）→P5へ進む

1-1. 事業所マイページの作成方法～マイページへのアクセス～

手順1-B 「welなが」から進む方法
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①

②

③



③長崎県を選択

⑤上記の内容に同意する

④利用規約

ご利用方法を確認し（①）、「新規登録」を押します（②）。 次に、登録先（事業所が所在
する）の都道府県を選び（③）、利用規約を確認し（④）、同意します（⑤）→P6へ進む

1-2. 事業所マイページへの新規登録

手順2 都道府県を選択し、利用規約に同意する

①ご利用方法

中 略

5

②

②



「法人情報」（①）、「事業所情報」（②）、「事業所マイページ登録に関する連絡先」（③）
を入力します。（※求人の就業先事業所については求人毎に登録できます。）→P7へ続く

1-2. 事業所マイページへの新規登録

手順3 事業所情報を登録する

① 法人情報を入力する ② 事業所情報を入力する ③ 事業所マイページ登録に
関する連絡先を入力する

※ ②事業所情報は「法人情報から転記」することができます。
※ ②事業所情報について…マイページを法人で一括管理する場合

は、法人名を入力してください。事業所毎に管理する場合は、
事業所名を入力してください。

※ ③連絡先情報は「法人情報から転記」「事業所情報から転記」から
選ぶことができます。
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「実施事業」を全て選択し（④）、事業所マイページログインIDとパスワードを設定します(⑤）。

※ログインIDは、自動的に、連絡先e-mailアドレスになります。必ず担当者が使用しているアドレスを入力し
てください。 ※ログインIDとパスワードは忘れないように必ず記録を残すなどして保管してください。

→事業所情報入力 P8へ進む →求人票の作成 P11へ進む

1-2. 事業所マイページへの新規登録
手順3 事業所情報を登録する

④ 法人・事業所の実施事業に
チェックを入れる

中 略

⑤ ログインID・パスワード設定する

長崎県福祉人材センターにて、
承認作業を行います。

⑥ センターにて承認

※複数の事業所登録で同じメールアド
レスを連絡先として使用したい場合は、
ログインIDとして登録する際に、アドレ
スの末尾に「#001」「#002」と続けて
ください。ログイン時もメールアドレスに
続けて「#001」を入力してください
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⑦ 登録完了通知が届く

センターによる承認が完了後、登
録完了メールが届きますので、本
文に記載されたURLを押してマイ
ページにログインしてください。

ngsk.jinzai@nagasaki
-pref-shakyo.jp#001

※エラーメッセージが表示される場合は、既に登録されている可能性が
あります。センターにお問い合わせください。



P7⑦のメールに記載のURL又はP3手順1-A又はP4手順1-Bからログインページ（①）へ移り、

ログインID（連絡先メールアドレス）⑴とパスワード⑵を入力し、マイページにログインします。

→求人票の作成はP11へ進む

1-3. マイページにログイン

手順4 マイページにログインする

① ログイン

パスワードを忘れた場合
※パスワードはセンターで確認で
きません。
分からなくなった場合はこちらから
進み、メールアドレス欄にログイン
ID（メールアドレスの末尾に＃
001を付けて登録している場合
はそれも含める）を入力し、パス
ワードの再設定を行ってください。

② 求人事業所マイページ

！！注意！！
※画面の遷移がないまま20分が経過します
と、タイムアウトとなり、入力途中のデータが
消えてしまいますのでご注意ください。
※すべてのページから「事業所マイページ」ボタ
ンで、この画面に戻ることが出来ます。

「事業所マイページ」

⑴「ログインID」

パスワードを忘れた方はこちら

⑵「パスワード」
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中 略

「求人事業所マイページ」のホーム画面最下部より、「法人事業所紹介情報」「注目データ」を入
力すると 、有効な求人がなくても、法人や事業所の情報が公開されます →P10へ続く

2. 法人事業所紹介情報の登録と公開

法人事業所紹介情報を登録・公開する（任意）

① 法人事業所情報の入力
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事業所マイページホーム画面最下
部、「法人事業所紹介情報の登
録」を押します。

中 略
中 略

確認画面が開き、最下部に画像の
挿入ができます。（JPEG形式1MB
まで）

入力した情報を、公開せずに保存し
ます。
※20分以上画面の遷移がない場合、
入力した情報が失われますので、「一
時保存」をご活用ください。

法人事業所紹介
情報の登録

一時保存ボタン

中 略

入力内容を確認する



法人事業所紹介情報はこのように公開されます。

2. 法人事業所紹介情報の登録と公開

法人事業所情報の閲覧
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② 法人事業所情報の閲覧

※事業所マイページより、「事業所管理」を
押し、一番下の「法人事業所紹介情報の
確認」を押すことで、法人事業所情報を閲
覧することができます。

※注目データ公開の場合

※注目データ非公開の場合

➠

➠

注目データ
事業所管理を押す

法人事業所紹介
情報の確認を押す

注目データ



中 略

ステップ7 求人不受理の対象に
該当する場合は受理しません。

すべての項目に入力し、求人票を作成します。

※今までに求人票を作成したことがない場合は下記の手順をお進みください。

過去に求人票を作成したことがある場合はP12の再利用新規をご利用ください。

3-A. 求人票の作成方法（新規申請）

求人票を新規申請する

① 求人票の新規申請を押す ② 求人票の内容を入力
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中 略

③ 求人票申請

※注意1※

求人職種・募集人数・新卒学生の取
扱・既卒者の応募・募集期間・採否決
定予定日の項目については、登録後は変
更できません。ご注意ください。

①「求人票の新規申請」

ステップ８ 入力確認

入力確認の画面が表示されたら、入力
内容を確認し、「この内容で申請する」
を押します。

④ 審査・承認

センターによる承認が完了すると、
登録完了メールが届きますので、求
人票を確認します。

求人票申請完了！！

※注意2※
20分以内に「次に進む」または「下書き
保存」を行ってください。（20分を過ぎる
と、入力した全ての情報が失われます）
下書き保存をした求人票は下書きから
求人の申請を続けることができます。

写真掲載区分
ファイルの選択

※ステップ6の事業所紹介は、
メッセージや画像（JPEG形式
1MBまで）によるPRが可能です。

※(別添資料を参照ください)

ステップ1 取扱範囲
ステップ2 就業場所
ステップ3 職種・条件
ステップ4 賃金・時間
ステップ5 応募・選考
ステップ6 事業所紹介
ステップ7 自己申告書

※入力の際はP13~15「求人票作成の注意点」もあわせて参照ください。

下書き
「この内容で申請する」

事業所メッセージ



修正：現在公開中の求人を修正します。☆

再利用新規：抹消済み、もしくは現在公開中の求人を再利用し、新しい求人票を作成します。★

3-B. 求人票の修正・再利用方法（再利用新規）

求人票の修正や、抹消済みの求人を再利用して求人票を作成する
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① 求人票選択(1) ② 求人票選択(2) ④ 求人票申請

事業所マイページホーム画面中ほどの
求人票一覧より、それぞれ「有効」又は
「抹消」の件数（青文字）を押します。

修正・もしくは再利用したい求人の求
人票番号（青文字）を押します。

「求人票番号」

求人票一覧

「抹消」 「下書き」

③ 求人票選択(3)

「修正」や「再利用新規」を押します。

前頁を参照し、以下の手順を行います。

Ⅰ 求人票入力

Ⅱ 求人票申請

Ⅲ 審査・承認

➠
➠

※「再利用新規」の場合は、求人職種・
募集人数・新卒学生の取扱・既卒者
の応募・募集期間・採否決定予定日
の修正が可能です。

※有効な求人票に「再利用新規」を
利用することも可能です。
但し、元となる求人票も有効のまま残り
ますので、重複しないよう、ご注意くださ
い。

☆「修正」

★「再利用新規」

中 略

「有効」

※求人票作成時、下書き保存した内
容はこちらに保存されています。



Ⅱ-1 福祉資格要件 Ⅰ-1 賃金と一律手当

3. 求人票作成の注意点 その①

ステップ3-Ⅱ 資格 ～ 4-Ⅰ 賃金 について
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① ステップ３ 職種・条件 ② ステップ4 賃金・時間等

A）介護福祉士必須
社会福祉士望む の場合

B）介護福祉士、 社会福祉士
いずれか必須 の場合

➠

➠

➠
×

○

■基本給（a) + ■一律手当（b）
⇒自動計算

■基本給（a） この求人により採
用した方に支払う予定の基本給の額
（税引き前）
■一律手当（b） 基本給とは別に、
求人対象職種全員に毎月支給される手
当の合計金額の下限と上限を入力して
ください

※一律手当の上限、下限に差がない場合
は同じ金額を2か所にご入力ください。

※「望む」の場合の資格手当や、通勤手
当、精勤手当（※人によって支給対象と
ならない場合がある手当）などは、「その他
手当・備考欄」にご入力ください。

※記入例※
【通勤手当】 上限55,000円まで支給（マイカーの場合20円/km）／全額実費支給
【資格手当】 介護支援専門員：10,000円／精神保健福祉士：7,000円

※賃金2はご使用にならないようお願いいたします。

③ ステップ4 Ⅰ-5 その他手当・賃金等備考



3.求人票作成の注意点 その②

ステップ4-Ⅱ 時間等 ～ 4-Ⅲ 社会保険・福利厚生 について
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48時間入力になります。

④ ステップ4-Ⅱ-2 勤務時間 ⑤ ステップ4-Ⅱ-7 年次有給休暇、年間休日数、社会保険

≪記入例≫ ≪表示例≫
0900～1800 9:00～18:00
1800～3300 18:00～翌09:00

➠
➠

※年次有給休暇は年間最大付与日数
ではなく、入職後半年以内に付与され
る日数を入力してください。勤務日数に
よって付与日数が異なる場合、日数は
空欄としてください。

※勤務日数が一律でない（週1日～5
日）求人の場合、年間休日数は空欄
としてください。

※社会保険は、一番少ない勤務時間
の方が加入できるものだけをご入力くだ
さい。（例：週勤務時間16～40ｈの
場合、労災のみ）

⑥ ステップ4-Ⅲ-2～3 福利厚生・退職金制度

福祉医療機構退職手当
共済制度加入の有無

⑦ ステップ4-Ⅳ-1 勤務体制・社会保険等備考

※記入例※
【年次有給休暇】 勤務日数に応じ6か月経過後、法定通り付与
【社会保険等】 勤務時間に応じ法定通り加入
【休日】 シフトによる
勤務時間、勤務日数は相談に応じます。（希望休 月に2回まで）
※1か月単位の変形労働時間制



※紹介により、取り扱っている雇用開発助成金に該当する方を採用
された場合には、雇用開始後に必要書類を郵送いたします。

3.求人票作成の注意点 その③
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応募方法・選考方法 について

応募の可・不可について、選択することができます。
（応募・紹介についてはP2を参照してください。）

⑧ ステップ5-Ⅰ-1 応募と紹介について ⑪ ステップ5-Ⅰ-9 応募・選考に関する備考

例文を参照の上、事前の応募書類の郵送の要不要等、具
体的な手順をご入力ください。

⑨ ステップ5-Ⅰ-2 応募方法

※記入例※
まずは福祉人材センターへご連絡ください（TEL、メール、LINEも可）。
紹介状を発行いたします。
その後、応募書類を郵送してください。
※紹介状はセンターから事業所へ郵送されます。応募の旨をセンターに
連絡していただければ、センターへの来所は不要です。

採否結果の連絡方法についてご入力ください。

⑫ 全体備考

★ Indeed 等に求人を反映させるため、ステップ2-Ⅱ-1就業先の候
補地が複数ある場合も、「就業先が一つに決まっている」を選び、代表
施設をご入力ください。全体備考に、就業先候補地の事業所名・住
所をすべてご入力ください。
★「事業所異動あり」を選択した場合は、異動する可能性のある事業
所名・住所をすべてご入力ください。

決まっている場合 → 日付を入力
決まっていない場合 → 空欄
（※空欄の場合は、自動で求人有効期限日が反映されます。）

⑬ ステップ6 事業所紹介

別添資料をご確認ください。

⑩ ステップ5-Ⅰ-4 採否決定予定日 ⑬ ステップ7 自己申告書

職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当しない場合、チェックをいれてく
ださい。



「スカウト登録」

「スカウト登録」を押します。
※有効の求人がない場合は押せません。

「有効」な求人を「すべてに公開」している場合、「スカウト」がご利用いただけます。
※スカウトを希望しているネット求職者のみ、スカウトすることができます。

※ネット登録者以外の情報も代行スカウトとして定期的にメールまたはマイページにてご案内しております。

4. ネットスカウトの利用方法

ネットスカウトを利用する

① スカウト利用規約に同意する ② 求職票を選択する

16

事業所マイページホーム画面の上部、「ス
カウト管理」を押します。

「スカウト管理」

利用規約を読み、同意します。

「上記の内容
に同意する」

条件を入力し、求職者を検索します。

求職者を選択し、「次に進む」を押します。

③ 求人票を選択する

「求人票」を選択し、PR文を入力
「入力内容を確認する」を押します。

求人票と求職者の希望要件を確認し、ス
カウトする場合は「登録する」を押します。

PRの入力

④ スカウト申請完了

入力内容を
確認する

求人票を選択

登録する

中 略

中 略



※マイページまたは紹介状とともにお送りする「採否結果通知書」に採否結果を

ご記入の上、長崎県福祉人材センター宛にFAXにてご報告ください。

5. 採否結果登録

採否結果をマイページまたはFAXで報告する
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① 「未承認一覧」 → 採否入力 ② 紹介状番号（応募番号）選択

☆応募採否未入力欄か★紹介採否未
入力欄の「採否入力する」を押します。

「採否入力する」

★紹介採否未入力

☆応募採否未入力

採否を登録する紹介状番号（または応
募番号）を選択します。

「紹介状（応募）番号」

③ 採否結果の登録

採否結果を登録して「入力内容を確
認する」を押すと、確認画面が表示
されるのでよろしければ「登録す
る」を押します。

採否結果登録
【採用の場合】
下記項目の入力が必要です。
・採否決定日
・雇用開始日

時の注意事項
【不採用の場合】
下記項目の入力が必要です。
・採否決定日
・不採用理由
※その他を選択した場合には「不採用
理由備考」の入力が必要です。

・不採用理由（詳細）
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